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非開示理由等 所管局部課等

1 H28.12.5 H29.1.10
以下の政治団体の2015年分の政治資金収支報告
書に添付された領収書等の写し
〇〇（6団体）

674 1 1 1

東京都情報公開条例第7条第2号及び第4号に該当
個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの
は非開示とする。領収書等の印影等については、
偽造等による犯罪の予防のため非開示とする。

選挙管理委員会
事務局総務課

2 H28.11.24 H29.1.13

以下の団体の平成28年公表の政治資金収支報告
書に添付された領収書等の写し
〇〇（5団体）
および平成26年～28年公表分の〇〇の収支報告
書に添付された領収書等の写し

2210 1 1 1

東京都情報公開条例第7条第2号及び第4号に該当
個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの
は非開示とする。領収書等の印影等については、
偽造等による犯罪の予防のため非開示とする。

選挙管理委員会
事務局総務課

3 H28.11.25 H29.1.18
別紙政治団体の平成27年収支報告書に添付され
た領収書等の写し
別紙　〇〇　（29団体）

196 1 1 1

東京都情報公開条例第7条第2号及び第4号に該当
個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの
は非開示とする。領収書等の印影等については、
偽造等による犯罪の予防のため非開示とする。

選挙管理委員会
事務局総務課

4 H28.11.25 H29.1.18
下記政治団体の平成27年収支報告書に添付され
た領収書等の写し
〇〇　（4団体）

1
当該文書は、実施機関では取得、作成しておら
ず、存在しないため。

選挙管理委員会
事務局総務課

5 H29.1.19 H29.1.30

2013年６月23日～2015年12月31日、2016年12月
17日～同年12月31日の各期間中、〇〇都議と都
庁職員が接触、会談した際の記録の全て、及び
〇〇都議と都庁職員がやりとりしたメールの全
て

1

東京都情報公開条例第117条第2号に該当
当局職員が〇〇都議と接触・会談及びメールのや
りとりをした事実はなく、当該公文書は存在しな
いため

選挙管理委員会
事務局総務課

6 H29.1.20 H29.1.30

平成25、26、27年分の政治資金収支報告書に併
せて提出された高額領収書等のうち、下記の国
会議員関係政治団体に係るもの
〇〇（2団体）

750 1 1 1

東京都情報公開条例第7条第2号及び第4号に該当
個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの
は非開示とする。領収書等の印影等については、
偽造等による犯罪の予防のため非開示とする。

選挙管理委員会
事務局総務課

7 H28.11.30 H29.1.31

政治資金収支報告書に添付された領収書等の写
し
（別紙）
〇〇　（平成27年　30団体）

686 1 1 1

東京都情報公開条例第7条第2号及び第4号に該当
個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの
は非開示とする。領収書等の印影等については、
偽造等による犯罪の予防のため非開示とする。

選挙管理委員会
事務局総務課

決定区分 （根拠規定）条例７条



8 H28.12.6 H29.1.31
〇〇、〇〇、〇〇の３つの政治団体について、
2013年～2015年分までの政治資金収支報告書に
添付された領収書等の写し

756 1 1 1

東京都情報公開条例第7条第2号及び第4号に該当
個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの
は非開示とする。領収書等の印影等については、
偽造等による犯罪の予防のため非開示とする。

選挙管理委員会
事務局総務課


